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案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位より出され

ました質疑、意見等については十分に意を用い

られ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○渋谷佐輔議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対しご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第13、議案第79号 平成27年

度長井市一般会計補正予算第６号から、日程第

20、議案第86号 平成27年度長井市水道事業会

計補正予算第１号までの８件について、討論の

通告がありませんので、討論を終結し、順次採

決いたします。 

 まず、日程第13、議案第79号 平成27年度長

井市一般会計補正予算第６号の１件について、

予算特別委員長の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○渋谷佐輔議長 起立多数であります。 

 よって、議案第79号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第14、議案第80号 平成27年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第１号か

ら、日程第19、議案第85号 平成27年度長井市

宅地開発事業特別会計補正予算第１号までの６

件について、一括して採決いたします。 

 日程第14、議案第80号から日程第19、議案第

85号までの６件について、予算特別委員長の報

告は、いずれも原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第80号、議案第81号、議案第82

号、議案第83号、議案第84号、議案第85号は、

予算特別委員長報告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第20、議案第86号 平成27年度長

井市水道事業会計補正予算第１号の１件につい

て、採決いたします。 

 議案第86号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第86号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○渋谷佐輔議長 お諮りいたします。これから上

程いたします議案は、委員会付託を省略し、全

員でご審査願いたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第２１ 議案第８７号 財産の 

 取得について 

 

 

○渋谷佐輔議長 それでは、日程第21、議案第87

号 財産の取得についての１件を議題といたし

ます。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 
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○内谷重治市長 議案第87号 財産の取得につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、長井市消防団資機材搬送車を取得い

たすため、長井市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、ご提案申し上げるものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第87号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第87号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

 日程第２２ 議案第８８号 市政功 

 労者の表彰について外４件 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第22、議案第88号 

市政功労者の表彰についてから、日程第26、議

案第92号 市政功労者の表彰についてまでの５

件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第88号から議案第92号まで

の５議案についてご説明を申し上げます。 

 これらはいずれも市政功労者の表彰について

でございまして、議案第88号では、長井市議会

議員を６期24年にわたり務め、この間、議長な

どを歴任され、市政の発展に尽くされた小関勝

助さんを、長井市表彰条例第２条第１項第１号

の規定に該当する市政功労者として、議案第89

号では、長井市議会議員を５期20年にわたり務

め、この間、議長などを歴任され、本市の発展

に精力を傾けられた佐々木謙二さんを、同条例

第２条第１項第１号の規定に該当する市政功労

者として、議案第90号では、長井市議会議員を

６期24年にわたり務め、この間、議長などを歴

任され、地方自治の進展に尽力された大沼 久

さんを、同条例第２条第１項第１号の規定に該

当する市政功労者として、議案第91号では、長

井市議会議員を４期、通算15年５か月にわたり

務め、この間、副議長などを歴任され、市民本

位の市政の実現に尽力された大道寺 信さんを、

同条例第２条第１項第１号の規定に該当する市

政功労者として、議案第92号では、長井市議会

議員６期、通算23年５か月にわたり務め、この

間、文教常任委員会委員長などを歴任され、民

主的な市政の構築に尽力された髙橋孝夫さんを

同条例第２条第１項第１号の規定に該当する市

政功労者として、それぞれ表彰いたしたくご提

案申し上げるものでございます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案は、いずれも人事案件でありますので、

質疑、討論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、議案第88号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第88号は、原案に同意すること
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に決定いたしました。 

 次に、議案第89号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第89号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第90号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第90号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第91号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第91号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第92号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第92号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２７ 議会案第５号 長井市 

 議会会議規則の一部を改正する規則 

 の制定について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第27、議会案第５号 

長井市議会会議規則の一部を改正する規則の制

定についての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号15番、町田義昭議員。 

  （15番町田義昭議員登壇） 

○１５番 町田義昭議員 議会案第５号 長井市

議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ

いてご説明申し上げます。 

 本案は、全国市議会議長会の標準市議会会議

規則が一部改正され、出産に伴う議会の欠席に

関する規定が設けられたことに伴い、本市議会

会議規則について所要の改正を行うため提出い

たすものでございます。 

 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお

願い申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第５号について、討論を行

います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第５号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会案第５号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 

 

 日程第２８ 議会案第６号 年金積 

 立金の安全かつ確実な運用に関する 

 意見書の提出について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第28、議会案第６号 

年金積立金の安全かつ確実な運用に関する意見

書の提出についての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 議席番号11番、小関秀一議員。 

  （11番小関秀一議員登壇） 

○１１番 小関秀一議員 議会案第６号 年金積

立金の安全かつ確実な運用に関する意見書の提

出についてご説明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第７号の採択に基づき、

提案いたすものであります。 

 年金積立金は、厚生年金保険法などの規定に

基づき、専ら被保険者の利益のために長期的な

観点から、安全かつ確実な運用を堅持すべきも

のであり、日本経済への貢献が目的ではありま

せん。まして年金積立金管理運用独立行政法人

には、保険料拠出者である被保険者の意思を反

映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意

思確認がないまま、政府が一方的に見直しの方

向性を示すことは問題であると言わざるを得ま

せん。リスク性資産割合を高め、年金積立金が

毀損した場合、結局は厚生労働大臣や年金積立

金管理運用独立行政法人が責任をとるわけでは

なく、被保険者や受給者が被害を受けることに

なります。 

 よって、被保険者の利益を守り、年金積立金

が毀損しないようにするため、年金積立金の安

全かつ確実な運用を求める意見書を国会及び政

府関係機関に提出するために提案するものであ

ります。 

 よろしくご賛同いただきますようお願いを申

し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第６号について、討論を行

います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第６号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会案第６号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 

 

 日程第２９ 議会案第７号 ＴＰＰ 

 交渉にかかる国会決議の実現に関す 

 る意見書の提出について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第29、議会案第７号 

ＴＰＰ交渉にかかる国会決議の実現に関する意

見書の提出についての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号９番、梅津善之議員。 

  （９番梅津善之議員登壇） 

○９番 梅津善之議員 議会案第７号 ＴＰＰ交

渉にかかる国会決議の実現に関する意見書の提

出についてご説明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第４号及び請願５号の

採択に基づき、提案いたすものであります。 

 ７月のＴＰＰ閣僚会合において、日本が米の

新たな特別輸入枠の設定や牛肉・豚肉の大幅関

税引き下げなど、農産物重要５品目について譲

歩を容認したとの報道が相次ぎ、生産現場に大

きな不安と政府への不信が募っております。政

府は日米２国間の協議を含めた交渉に関する情

報の開示の徹底と国会決議を厳守し、交渉に臨

む極めて重い責任があります。 

 よって、ＴＰＰ交渉が重大な局面を迎えてい

る中、これら国会決議を必ず実現するようＴＰ

Ｐ交渉にかかる国会決議の実現に関する意見書

を国会及び政府関係機関に提出するため、提案

するものであります。 
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 よろしくご賛同くださいますようお願い申し

上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第７号について、討論を行

います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第７号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議会案第７号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 最後に、お諮りいたします。 

 本定例会において議決されました議案の中で

条項、字句、数字、その他整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に一任願いたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○渋谷佐輔議長 これをもって平成27年第６回長

井市議会定例会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時４４分 閉会 

 

 

   会議録署名議員 

 

    議 長 渋 谷 佐 輔 

 

    １０番 赤 間  広 

 

    １１番 小 関 秀 一 

 

    １２番 五十嵐 智 洋 




